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3 月定例議会議案
3月定例議会賛否
一般質問
福岡県田川地区消防組合 議会定例会
田川地区斎場組合 議会定例会
田川地区広域環境衛生施設組合 議会定例会
田川郡東部環境衛生施設組合 議会定例会
田川郡町村議会議員研修会
議会議員視察研修、監査委員視察研修
福岡県町村監査委員協議会総会、出席行事

能登半島地震の被災地へ義援金を送りました
　能登半島地震でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様
に心からお見舞いを申し上げます。一刻も早い復旧・復興のため、赤村議会議員全員から被災地に
対し義援金を送らせていただきました。
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承
　
　
認

適
　
任

可
　
　
決

議案等
番　号 件　　　　名 内　　　　　容 結

果

　地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正す
る政令が令和5年12月6日に公布され、令和6年3月1日か
ら施行されることに伴い、専決を行ったもの。
　改正内容は、戸籍謄本等の発行について、本籍地以外の
市区町村での発行が可能になったことに伴う、手数料徴収事
務の追加に関するもの。

　人権擁護委員 田邊 猛士 氏の任期が令和6年6月30日を
もって満了することに伴い、新たに清水 文 氏を候補者とし
て推薦したいので、議会の意見を求めるもの。
　任期：3年

　赤村過疎地域持続的発展計画の総合的かつ計画的な実施
にあたり、過疎地域の持続的発展に資する事業を追加する必
要があるため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別
措置法第8条第10項の規定により、議会の議決を求めるもの。

専決処分の承認を求めるこ
とについて（赤村手数料徴収
条例の一部を改正する条例
の制定について）

人権擁護委員候補者の推薦
につき議会の意見を求める
ことについて

承 認
第 1 号

諮 問
第 1 号

赤村過疎地域持続的発展計
画の変更について

議 案
第 2 号

議 案
第 3 号

　上赤辺地の活性化と住民福祉の向上を図るため、公共的
施設の総合的な整備計画策定にあたり、辺地に係る公共的施
設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3
条第1項の規定により、議会の議決を求めるもの。

赤村辺地総合整備計画の策
定について

　道路法第10条第2項の規定に基づき、村道路線の変更に
あたり、同条第3項において準用する同法第8条第2項の規定
により議会の議決を求めるもの。
　内容は、 ①珠数丸～大伊良線 ②五ヶ辻～地蔵の木線
③岡本～峰岡線 ④峰～上峰線 ⑤鶴～後山線の道路改良

　道路法第8条第1項の規定に基づき、村道路線の認定にあ
たり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるもの。
　内容は、前ガ原分譲地線の道路新設

村道路線の変更について

村道路線の認定について

議 案
第 4 号

議 案
第 5 号

赤村会計年度任用職員の給
与及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例の
制定について

　国家公務員の一般職の給与に関する法律等の一部を改正する
法律が令和5年11月24日に施行されたことによる、赤村一般
職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例が令和5年
12月7日に施行されたことに伴い、会計年度任用職員において
も一般職と同内容の規定を適用するため、この改正を行うもの。
　内容としては、行政職給料表の号給に対する給料月額を増額
し、令和6年4月1日から施行するもの。
　また、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に係る、地
方自治法の一部を改正する法律が令和6年4月1日に施行され
ることに伴い、勤勉手当の支給に係る規定の整備を行うため、
この改正を行うもの。
　内容としては、パートタイム会計年度任用職員への勤勉手当
の支給が令和6年4月1日から可能になることに伴い、赤村一般
職の職員の給与に関する条例の勤勉手当の支給に関する規定を
準用する規定文を追加するもの。

議 案
第 6 号

第17回　赤村議会3月定例会 期日/令和6年3月6日～12日

　令和6年　第17回赤村議会3月定例会は、3月6日に招集及び開会し、議長報告、村長報告、村事務報告、
教育委員会事務報告、村長施政方針演説及び一般質問が行われた後に、専決処分に関する案件1件、人
事に関する案件1件、計画の変更に関する案件1件、計画の策定に関する案件1件、村道路線に関する案
件2件、条例の一部改正に関する案件5件、補正予算4件、当初予算5件、合計20案件が提出され、慎重
審議を行った結果、全案件承認、同意及び可決して3月12日に閉会しました。
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　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改
正する省令による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準の一部改正により、安全計画の策定等が義務化されるこ
とに伴い、この改正を行うもの。

赤村家庭的保育事業等の設
備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正す
る条例の制定について

議 案
第 7 号

　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正
する省令による放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準の一部改正により、安全計画の策定等が義務化され
ることに伴い、この改正を行うもの。

赤村放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を
改正する条例の制定について

議 案
第 8 号

　近年多発する自然災害により被災した農道の復旧について、
復旧費用の一部負担を求めないこととするため、この改正を
行うもの。

災害復旧事業に係る受益者
分担金徴収条例の一部を改
正する条例の制定について

議 案
第 9 号

　浦山団地解体工事が令和6年1月に完了したことに伴い、こ
の改正を行うものである。内容としては、別表から浦山団地
を削除するもの。

赤村営住宅設置及び管理条
例の一部を改正する条例の
制定について

議 案
第10号

　64,982千円増額し、歳入歳出それぞれ4,820,261千円と
する。
　補正の主な内容は、地域交通支援事業費負担金の増、ふる
さと納税寄附金事業費の増、省エネ家電購入費補助金の増、
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（住民税均等割の
み課税世帯等10万円給付及びこども加算5万円給付金）の増、
教育施設等整備基金への積立金の増。

令和5年度赤村一般会計補正
予算（補正第9号）

議 案
第11号

　3,388千円増額し、歳入歳出それぞれ396,336千円とする
もの。
　補正の主な内容は一般被保険者の高額療養費の支出見込み
の増によるもの。
　歳入は、前年度繰越金及び普通交付税。

令和5年度赤村国民健康保険
特別会計補正予算（補正第3
号）

議 案
第12号

　12,800千円減額し、歳入歳出それぞれ155,546千円とす
るもの。
　補正の主な内容は、水道本管、給水管等の工事完成に伴う減。
　歳入は、水道使用料の一般財源。

令和5年度赤村簡易水道特別
会計補正予算（補正第3号）

議 案
第13号

　41千円減額し、歳入歳出それぞれ53,292千円とするもの。
　主な補正内容は、広域連合の負担金確定に伴う保険料負担
金の増及び基盤安定負担金の減額。歳入においてもそれに伴
う保険料負担金の増額並びに基盤安定繰入金の減額。

令和5年度赤村後期高齢者医
療特別会補正予算（補正第1
号）

議 案
第14号

3

　歳入歳出予算総額それぞれ4,238,091千円で、前年度比
20.60％増、723,826千円の増額。
　主な内容は、
1款：
2款：

3款：

4款：

6款：

7款：
8款：
9款：

10款：

備品購入費の増
防犯灯設置工事の増、自治体情報システム標準化業
務委託費の増、ふるさと納税寄附金事業の増
後期高齢者医療会計操出金の増、保育所運営費の増、
子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託費の増
公用車購入費の増、大任町し尿・じん芥処理・埋立
処分施設建設事業負担金の増、簡易水道事業会計操
出金の増
田川猟友会赤支部活動補助金の増、県営ため池等整
備費負担金の増
赤村商工会運営補助金の増
辺地対策事業費の増、前ガ原団地建設事業費の増
火災報知器設置事業費の増、第1分団格納庫設置工
事費の増
健康増進センターLED照明改修事業費の増、給食セ
ンター備品購入費の増　他

令和6年度赤村一般会計予算
議 案
第15号
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　歳入歳出予算総額それぞれ399,626千円で、前年度比
4.21％増、16,156千円の増額。
　主な内容は、医療費の増に伴う、療養給付費等の増。歳入
については、県支出金の増。

令和6年度赤村国民健康保
険特別会計予算

議 案
第16号

　歳入歳出それぞれ20,734千円で、前年度比7.33％減、
1,641千円の減額。
　主な内容については、貸付金元利収入に伴う前年度繰上充
用金の減。

令和6年度赤村住宅新築資
金等貸付事業特別会計予算

議 案
第17号

　歳入歳出それぞれ60,004千円で、前年度比12.51％増、
6,671千円の増額。
　主な内容は、保険料試算額増に伴う、広域連合への納付金
の増。歳入については、医療保険料の特定財源。

令和6年度赤村後期高齢者
医療特別会計予算

議 案
第18号

　簡易水道予算は、国からの要請を受け、公営企業会計適用
により複式簿記による予算となる。
　水道事業を運営するための（収益的収支）予算と、水道施設
の整備や更新のための（資本的収支）予算の二本立てで構成さ
れ、資産を含めた予算となっている。
　主な事業は、昨年度に引き続き水道管布設替工事、測量・
設計業務委託料、監理業務委託料。

令和6年度赤村簡易水道事
業会計予算

議 案
第19号

○…賛成　×…反対　欠…欠席第17回 赤村議会定例会採決の状況

議　　　案　　　名番　号
春
本
敏
典

大
場
信
司

馬
田
和
博

佐
武
富
實

原
　
隆
康

小
林
　
慧

大
場
謙
一

中
村
勇
紀

春
本
雪
夫

議　　員　　の　　賛　　否

○承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
専決処分の承認を求めることについて
（赤村手数料徴収条例の一部を改正する
条例の制定について）

承 認
第 1 号

○適任 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○人権擁護委員候補者の推薦につき議会の
意見を求めることについて

諮 問
第 1 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○赤村過疎地域持続的発展計画の変更につ
いて

議 案
第 2 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○赤村辺地総合整備計画の策定について
議 案
第 3 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○村道路線の変更について
議 案
第 4 号

結
　
　
果

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○村道路線の認定について
議 案
第 5 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
赤村会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

議 案
第 6 号



5

議　　　案　　　名番　号
春
本
敏
典

大
場
信
司

馬
田
和
博

佐
武
富
實

原
　
隆
康

小
林
　
慧

大
場
謙
一

中
村
勇
紀

春
本
雪
夫

議　　員　　の　　賛　　否

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
赤村家庭的保育事業等の設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例の制定について

議 案
第 7 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
赤村放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例の制定について

議 案
第 8 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○災害復旧事業に係る受益者分担金徴収条
例の一部を改正する条例の制定について

議 案
第 9 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○赤村営住宅設置及び管理条例の一部を改
正する条例の制定について

議 案
第10号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○令和5年度赤村一般会計補正予算（補正
第9号）

議 案
第11号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○令和5年度赤村国民健康保険特別会計補
正予算（補正第3号）

議 案
第12号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
令和5年度赤村簡易水道特別会計補正予
算（補正第3号）

議 案
第13号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
令和5年度赤村後期高齢者医療特別会計
補正予算（補正第1号）

議 案
第14号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○令和6年度赤村国民健康保険特別会計予算
議 案
第16号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
令和6年度赤村住宅新築資金等貸付事業
特別会計予算

議 案
第17号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○令和6年度赤村後期高齢者医療特別会計
予算

議 案
第18号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○令和6年度赤村簡易水道事業会計予算
議 案
第19号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○令和6年度赤村一般会計予算
議 案
第15号

結
　
　
果

総務文教
常任委員会報告

産業経済厚生等
常任委員会報告
委員長

春本　雪夫
委員長

佐武　富實

　本定例会において、総務文教常任委員会に付託さ
れた案件を慎重に審議した結果、議案第11号及び議
案第15号は可決することに決定しました。

　本定例会において、産業経済厚生等常任委員会に
付託された案件を慎重に審議した結果、議案第12号
から議案第14号及び議案第16号から議案第19号は
可決することに決定しました。
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ン
タ
ー

等
と
協
議
し
努
力
を
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、小
学
校
3
年
生
で
は
、

大
豆
の
栽
培
、
収
穫
や
豆
腐
づ

く
り
を
体
験
し
、
5
年
生
は
調

　

べ
よ
う
赤
村
の
農
業
の
現
状
、
苦

労
や
喜
び
な
ど
を
学
ん
で
い
ま

す
。

私
は
中
学
校
の
総
合
学
習
で

の
体
験
農
業
の
受
け
入
れ
を

さ
せ
て
も
ら
っ
た
際
の
感
想
を
思

い
出
し
ま
す
。
平
成
18
年
か
ら
22

年
ま
で
5
年
間
、
女
性
10
名
、
男

性
5
名
、
計
15
名
を
受
け
入
れ
一

緒
に
有
意
義
な
経
験
を
し
ま
し

た
。
学
習
の
目
標
は
、
自
分
か
ら

社
会
を
見
つ
め
、
人
と
の
出
会
い

を
体
験
し
、
人
と
し
て
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
人
材
育
成
が
目
標
と
さ

れ
、
時
代
が
変
化
し
よ
う
と
も
人

と
の
繋
が
り
が
大
事
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

友
松 

教
育
長

私
も
小
学
校
・
中
学
校
を

経
験
し
て
い
ま
す
。
職
場
体
験

の
3
日
間
で
、
子
ど
も
達
の
様

子
が
随
分
変
わ
る
と
い
う
こ
と

も
経
験
し
て
い
ま
す
。Ｉ
Ｔ
、Ｉ

　

Ｃ
Ｔ
教
育
も
今
後
非
常
に
重
要

な
ん
で
す
が
、
人
と
の
ふ
れ
あ

い
と
い
う
中
で
、
自
分
が
人
と

し
て
確
立
さ
れ
る
と
い
う
の
が

随
分
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識

を
し
ま
し
た
。

職
場
体
験
を
通
じ
て
、
履
歴

書
を
書
き
、
書
類
を
つ
く
る

中
で
、
書
く
、
読
む
、
そ
し
て
会

話
を
す
る
、
大
人
に
近
づ
く
た
め

の
良
い
経
験
が
で
き
る
と
感
じ
ま

し
た
。
職
場
体
験
者
よ
り
お
礼
の

手
紙
や
感
想
文
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
中
に
「
自
分
に
自
信
が

つ
い
た
」「
仕
事
の
面
白
さ
を
知
っ

た
」「
病
気
が
ち
で
学
校
に
行
け

な
か
っ
た
が
、
体
力
に
自
信
が
つ

い
た
」「
自
分
の
得
意
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
」
な
ど
本
人
が
感

じ
た
こ
と
を
つ
づ
っ
て
い
ま
し

た
。
社
会
を
担
う
人
づ
く
り
の
支

援
を
微
力
な
が
ら
や
っ
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
ま
す
。

問

答

問

問

赤
村
第
２
期

地
方
創
生
総
合
戦
略
の

策
定
の
取
り
組
み
状
況

に
つ
い
て

小
林　

慧 

議
員

答
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教
育
長
不
在
の
間
、
文
化
祭
・
人

権
講
演
会
な
ど
各
種
行
事
に
影
響

を
感
じ
た
。
何
よ
り
も
予
算
編
成
作
業
、

教
職
員
の
異
動
な
ど
複
数
年
に
影
響
す

る
事
案
も
あ
る
。
村
執
行
部
は
事
案
の

重
要
性
を
再
度
認
識
し
て
頂
き
た
い
。

教
育
長
に
就
任
し
て
2
ヶ
月
。
学

校
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
る
の
か
。

友
松 

教
育
長

小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
の
学
力

を
始
め
学
校
の
現
状
に
つ
い
て
確
認
し

た
。
学
力
の
現
状
に
つ
い
て
は
概
ね
良
好
。

し
か
し
国
・
県
の
平
均
点
に
は
届
い
て

な
く
努
力
が
必
要
。
I
C
T
教
育
は
全

教
員
が
積
極
的
に
取
組
ん
で
い
る
が
、

家
庭
へ
の
W
i

-

F
i
環
境
の
整
備
が

遅
れ
て
い
る
。
い
じ
め
問
題
は
大
き
な

問
題
事
案
の
報
告
は
な
い
。

学
力
の
現
状
は
概
ね
良
好
で
、国
・

県
の
平
均
点
に
満
た
な
い
が
「
伸

び
し
ろ
が
あ
る
」
と
は
努
力
す
れ
ば
伸

び
る
と
い
う
こ
と
か
。

友
松 

教
育
長

お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
概
ね
良
好
だ

が
、
平
均
点
よ
り
は
低
い
の
が
現
状
。

数
年
前
と
比
べ
最
近
は
成
績
が
上
が
り

回
復
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

い
じ
め
問
題
で
大
き
な
問
題
は
起

き
て
な
い
と
答
え
た
が
、
不
登
校

児
童
の
現
状
は
。

友
松 

教
育
長
　

10
名
前
後
い
る
。
以
前
と
比
べ
随

分
改
善
し
た
。
小
学
校
時
に
不
登
校
に

な
る
と
そ
の
ま
ま
改
善
で
き
な
い
で
い
る
。

村
雇
い
講
師
、
I
C
T
教
育
支
援

員
配
置
な
ど
村
の
取
組
み
は
評
価

し
て
い
る
。
不
登
校
問
題
は
学
校
だ
け
で

は
な
く
家
庭
・
地
域
を
含
め
た
対
応
が

必
要
。
不
登
校
者
の
対
応
で
、
タ
ブ
レ
ッ

ト
を
活
用
し
た
授
業
は
し
て
い
る
の
か
。

上
野 

教
務
課
参
事

学
校
内
で
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使

用
し
て
授
業
を
し
て
い
る
が
、
家
庭
に

持
ち
帰
り
活
用
は
出
来
て
い
な
い
。

家
庭
で
の
W
i

-

F
i
環
境
整
備

は
い
つ
く
ら
い
ま
で
に
で
き
る
の
か
。

上
野 

教
務
課
参
事

小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
の
家

庭
で
20
世
帯
く
ら
い
W
i

-

F
i
環
境

整
備
が
必
要
。
村
で
ル
ー
タ
ー
を
購
入

　

し
た
の
で
対
応
す
る
。

I
C
T
教
育
で
支
援
員
の
配
置
を

し
て
い
る
が
、
来
年
度
も
引
続
き

配
置
す
る
の
か
。

上
野 

教
務
課
参
事

令
和
3
年
度
か
ら
小
中
学
校
に

各
1
名
配
置
し
て
い
た
が
、
教
職
員
の

技
術
が
向
上
し
た
の
で
、
6
年
度
か
ら

は
１
名
で
計
画
し
て
い
る
。

新
校
舎
は
令
和
9
年
4
月
開
校
予

定
だ
が
現
在
ど
の
よ
う
な
状
況
か
。

ま
た
、
休
校
扱
い
に
な
る
上
赤
分
校
の

活
用
計
画
は
あ
る
の
か
。

友
松 

教
育
長
　

学
校
建
設
は
今
年
度
3
月
末
に

は
基
本
設
計
が
完
成
す
る
。
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
3
階
建
て
延
床
面
積
6
0
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル
の
小
中
一
貫
型
校
舎

に
な
る
。
地
域
図
書
館
を
含
む
複
合
型

に
な
る
。
詳
細
な
仕
様
は
4
月
か
ら
の

実
施
設
計
で
決
ま
り
、
令
和
7
年
度
に

工
事
着
工
、
令
和
9
年
度
開
校
予
定
、

現
在
は
計
画
通
り
の
進
捗
状
況
。
ま
た
、

ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
学
校
建

設
問
題
と
は
切
り
離
し
て
、
現
代
の
社

会
情
勢
、
赤
村
の
現
状
を
踏
ま
え
、
考

え
る
必
要
が
あ
り
慎
重
に
検
討
し
て
い

る
。
上
赤
分
校
の
利
用
方
に
つ
い
て
は
、

今
後
上
赤
地
区
の
意
向
を
聞
き
な
が
ら

決
め
て
行
き
た
い
。

赤
村
産
木
材
利
用
等
赤
村
ら
し
さ

の
学
校
建
設
を
要
望
し
て
い
た
が

考
え
は
。上野 

教
務
課
参
事

校
舎
に
全
て
木
材
を
使
用
す
る

こ
と
は
厳
し
い
。
シ
ン
ボ
ル
的
な
校
舎

の
部
分
に
赤
村
産
の
木
材
を
使
用
し
た

い
。
複
合
型
の
図
書
館
（
地
域
と
学
校

図
書
館
）
を
そ
れ
ぞ
れ
別
階
に
建
設
を

予
定
し
て
い
る
。

在
籍
す
る
2
年
生
6
名
が
、
本
校

通
学
に
な
り
保
護
者
の
中
に
は

パ
ー
ト
の
勤
務
時
間
を
短
く
す
る
等
の

影
響
も
あ
る
。
赤
村
全
体
の
ス
ク
ー
ル

バ
ス
の
運
行
、
分
校
活
用
問
題
な
ど
住

民
の
意
見
を
聴
き
丁
寧
に
対
応
し
て
貰

い
た
い
。上野 

教
務
課
参
事

分
校
利
用
に
つ
い
て
は
、
上
赤

区
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
い
て
進
め
さ

せ
て
頂
く
。

ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
に
つ
い
て
検

討
し
て
頂
き
た
い
。
現
状
、
朝
夕

の
通
学
時
間
帯
は
生
徒
の
半
数
以
上
の

保
護
者
が
自
家
用
車
で
送
迎
し
て
い
る
。

安
全
性
を
考
え
て
も
何
か
対
策
が
必
要

で
は
な
い
か
。

上
野 

教
務
課
参
事

庁
内
で
協
議
を
始
め
た
段
階
で

何
も
結
論
は
出
て
い
な
い
。
今
後
い
ろ

い
ろ
な
方
々
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
話

し
合
い
を
し
て
い
き
た
い
。

結
果

大
場 

謙
一 

議
員
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赤
村
は
山
林
が
多
く
水
は
た
く
さ

ん
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際

は
豊
富
に
あ
る
の
か
。
工
場
誘
致
す
る

く
ら
い
あ
る
の
か
。
ま
た
、
水
資
源
は

何
か
所
あ
っ
て
、
近
年
の
異
常
気
象
で

水
不
足
に
な
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
対
応

し
て
い
く
の
か
。

道 

村
長

赤
村
は
山
に
囲
ま
れ
水
に
つ
い
て

は
、
豊
富
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

簡
易
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
日
最

大
給
水
量
1
，
5
0
0
ト
ン
、
使
用
水

量
は
一
日
約
1
，
0
0
0
ト
ン
と
な
っ
て

お
り
約
5
0
0
ト
ン
の
余
力
が
あ
り
ま

す
が
、
工
業
用
水
に
使
用
す
る
水
量
は

現
在
の
と
こ
ろ
難
し
い
。
水
源
に
つ
い
て

は
、
梅
の
木
、
楠
の
木
の
水
源
地
で
す
。

最
近
で
は
能
登
半
島
地
震
で
水
が

如
何
に
大
事
か
と
い
う
事
が
し
み

じ
み
わ
か
り
ま
す
。
明
日
は
赤
村
で
も

起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
が
、
村

は
ど
の
よ
う
に
準
備
し
て
い
く
の
で
す
か
。

こ
れ
か
ら
先
水
源
の
確
保
を
し
て
い
く

気
持
ち
が
あ
る
の
か
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

地
震
の
関
係
が
で
す
ね
、
赤
村

は
結
構
漏
水
が
多
い
で
す
。
従
い
ま
し

て
今
布
設
替
え
を
し
て
い
ま
す
。

現
在
井
戸
水
で
生
活
を
し
て
い
る

方
が
結
構
赤
村
に
は
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
近
頃
産
廃
を
仮
置
き
場
か
一
時

置
き
場
と
い
う
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど

井
戸
水
を
取
っ
て
い
る
近
く
に
置
い
て
あ

る
場
合
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
役
場
は
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
ん
で
す
か
。
汚
染
物

が
入
っ
て
い
く
と
か
、
そ
う
い
う
場
合
業

者
指
導
は
ど
う
考
え
て
い
る
ん
で
す
か
。

藤
澤 

住
民
課
長
　 

役
場
と
し
て
は
、
警
察
と
役
場

と
環
境
整
備
事
務
所
と
協
議
し
て
産
廃

を
近
く
に
置
か
れ
て
い
る
方
達
に
つ
い

て
は
指
導
し
て
お
り
ま
す
。

し
っ
か
り
指
導
し
て
く
だ
さ
い
。

産
廃
の
仮
置
き
場
み
た
い
な
場
所

を
何
か
所
か
見
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　
楠
の
木
浄
水
場
に
つ
い
て
、
水
源
は

井
戸
の
水
か
今
川
か
ら
の
水
か
。
ま
た

　

い
つ
頃
で
き
た
か
。
も
し
水
源
が
今
川
の

水
な
ら
水
利
権
の
問
題
は
、
ち
ゃ
ん
と

解
決
し
て
い
る
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長
　 

楠
の
木
浄
水
場
の
水
源
は
、
浅

井
戸
で
ご
ざ
い
ま
す
。

浅
井
戸
と
い
う
の
は
認
識
が
分
か

り
ま
せ
ん
け
ど
、
井
戸
に
関
し
て

は
保
健
所
の
許
可
を
取
っ
て
い
る
ん
で

す
か
。溝

邉 

産
業
建
設
課
長
　 

保
健
所
の
許
可
を
取
っ
た
の
か

ど
う
な
の
か
は
、
認
識
し
て
い
ま
せ
ん
。

今
川
の
水
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。

赤
村
は
本
当
に
浅
水
、
浅
井
戸
で

今
川
の
水
上
げ
て
な
い
ん
で
す
か
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長
　 

浅
井
戸
と
い
う
か
た
ち
で
答
弁

さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

浅
井
戸
の
定
義
は
ど
ん
な
定
義
で

す
か
。
例
え
ば
梅
の
木
貯
水
池
の

土
地
の
問
題
で
裁
判
に
な
り
ま
し
た
。

も
し
こ
れ
が
問
題
に
な
れ
ば
今
川
の
水

利
権
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
今

川
水
系
の
方
々
が
裁
判
を
す
る
と
言
っ

た
時
は
ど
う
す
る
ん
で
す
か
。
今
川
の

水
を
盗
水
し
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
時
浅
井
戸
と
は

言
っ
て
ま
せ
ん
で
し
た
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長
　 

同
じ
答
弁
を
し
ま
す
が
、
浅
井

　

戸
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
川
は
関
係

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

絶
対
に
問
題
な
い
と
い
う
答
弁
で

い
い
ん
で
す
か
、
村
長
に
聞
き
た

い
で
す
。

浦
野 

議
長

　
絶
対
と
い
う
言
葉
を
大
場
信
司
議
員

は
使
っ
て
い
る
が
、
村
長
は
言
う
べ
き

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

道 

村
長
　 

あ
そ
こ
の
地
下
水
を
利
用
し
て

い
る
と
い
う
事
で
す
。
井
戸
に
出
る
水

を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
事
で
す
。

楠
の
木
浄
水
場
は
で
き
て
何
年
く

ら
い
で
す
か
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長
　 

調
べ
て
み
な
い
と
分
か
り
ま
せ

ん
の
で
、
答
弁
は
差
し
控
え
さ
せ
て
く

だ
さ
い
。再度

言
い
ま
す
が
、
間
違
い
な
く

浅
井
戸
で
す
ね
。
法
律
的
に
も
全

く
問
題
が
な
く
水
利
権
も
発
生
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
い
い
ん
で
す
ね
。

道 

村
長
　 

 

私
は
そ
の
よ
う
に
聞
い
て
お
り

ま
す
。浅

井
戸
が
今
川
か
ら
の
盗
水
だ
と

聞
く
の
で
も
う
少
し
調
べ
て
、
ま

た
そ
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　2月26日（月）に田川地区クリーンセンターで開会され、下記議案について、慎重審議の結果、すべて
原案のとおり承認・可決されました。

議案第 1 号 管理者専決処分の報告および承認について
　人事院勧告に基づく、国家公務員の給与に関する法律が可決されたことを受け、関
係市町村の給与改定状況等を勘案し、田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一
部を改正する必要が生じたが、組合議会を招集する暇がなかったため、地方自治法の
規定により専決処分したので、これを報告し承認を求めるもの。

議案第 2 号 令和6年度田川地区斎場組合一般会計予算
　歳入歳出予算の総額をそれぞれ188,747千円とするもの。

令和6年 第1回田川地区斎場組合議会定例会 出席中村勇紀議員 ）（

　2月26日（月）に田川地区クリーンセンターで開会され、下記議案について、慎重審議の結果、すべて
原案のとおり可決されました。

議案第 1 号 福岡県田川地区消防組合手数料条例の一部を改正する条例について
　地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、消防関係の手数料につ
いては、危険物製造所等の設置許可申請における手数料が増額改正されたため、福岡県
田川地区消防組合の手数料条例を一部改正しようとするもの。

議案第 2 号 福岡県田川地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
　令和5年度の人事院勧告に鑑みた、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等
の一部を改正する法律に伴い、福岡県田川地区消防組合の職員の給与に関する条例の
一部を改正するもの。

議案第 4 号 損害賠償の決定について
　地方公務員法第96条第1項第13号に規定する損害賠償額を定めることについて、議
会の議決を求めるもの。

議案第 5 号 損害賠償の決定について
　地方公務員法第96条第1項第13号に規定する損害賠償額を定めることについて、議
会の議決を求めるもの。

議案第 6 号 令和5年度福岡県田川地区消防組合一般会計補正予算（第2号）
　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20,464千円を減額し、歳入歳出予算の総
額をそれぞれ2,331,077千円とするもの。

議案第 8 号 工事請負契約の変更について
　令和5年第3回福岡県田川地区消防組合議会臨時会の議決を経て締結した田川地区消
防本部本庁改修工事に係る工事請負契約の変更契約を締結するため、議会の議決に付
すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求め
るもの。

議案第 7 号 令和6年度福岡県田川地区消防組合一般会計予算
　歳入歳出予算の総額、歳入歳出それぞれ1,835,553千円とするもの。

議案第 3 号 福岡県田川地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例について
　令和5年度の人事院勧告に鑑みた、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等
の一部を改正する法律に伴い、福岡県田川地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費
用弁償に関する条例の一部を改正するもの。

令和6年 第1回福岡県田川地区消防組合議会定例会 出席大場謙一議員 ）（
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田川郡町村議会議員研修会

　田川郡町村議会議長会（会長 畠田勝
廣 添田町議会議長）主催による研修会
が2月14日（水）に福智町公民館金田分
館で開催され、赤村議会議員が参加し
ました。
　元広島県廿日市市副市長　川本達志
氏による「地方議員のための役場を動
かす質問の仕方」を演題とした一般質
問を行う上でのポイントについて講演を
聴くことができました。質問の構造を意
識して十分な準備を行うこと、現実に起
きていることの原因を究明することや客
観的なデータを見つけ執行部に対して効
果的な現状の共有を促すことなど事例を
挙げながら講義いただき、大変有意義
な研修となりました。

　3月28日（木）に田川地区クリーンセンターで開会され、下記議案について慎重審議の結果、すべて原
案のとおり可決されました。

議案第 1 号 田川地区広域環境衛生施設組合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条
例等の一部を改正する条例について
　地方自治法の一部改正に伴い、田川地区広域環境衛生施設組合の会計年度任用職員の
給与等改定を行おうとするもので、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるもの。

議案第 2 号 令和6年度田川地区広域環境衛生施設組合一般会計予算
　歳入歳出予算の総額、歳入歳出それぞれ424,024千円とするもの。

令和6年 田川地区広域環境衛生施設組合議会第1回定例会 出席）（ 春本雪夫議員
春本敏典議員

　3月28日（木）に田川地区クリーンセンターで開会され、下記議案について慎重審議の結果、すべて原
案のとおり可決されました。

議案第 1 号 田川郡東部環境衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例について
　地方自治法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係条例の一部を改正す
るもの。

議案第 2 号 令和5年度田川郡東部環境衛生施設組合一般会計補正予算（第5号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ26,760千円を増額し、歳入歳出予算の総額
をそれぞれ256,955千円とするもの。

議案第 3 号 令和6年度田川郡東部環境衛生施設組合一般会計予算
　歳入歳出予算の総額、歳入歳出それぞれ200,756千円とするもの

令和6年 田川郡東部環境衛生施設組合議会第1回定例会 出席）（ 春本雪夫議員、大場信司議員
春本敏典議員



赤村監査委員視察研修

　赤村監査委員視察研修が2月15日（木）に佐賀県
嬉野市で行われ、太田壽代表監査委員と佐武富實
監査委員が出席しました。
　嬉野市では移住定住促進事業が充実していること
から、今回研修ではサテライトオフィス、ワーケー
ションや企業誘致の取り組みの実績や効果につい
て研修を行いました。
　企業誘致のための施設として駅も近く安価な賃料
で利用できる嬉野オフィスビルを建設し、設備費や
建物賃料への補助として企業誘致奨励金などの仕
組みもつくっており、また温泉地を余暇で訪れた方々
に対しても、うれしの茶交流館や足湯施設など市内
に幾つものＷi-Ｆi環境を整備し、リモートワークが
行えるようにしていました。
　様々な取り組みにより人口の社会増加を達成しており、今後、監査委員の立場から村が行う移住定住施策
や企業誘致の振興に対して指導・助言する上で大変有意義な研修となりました。

赤村議会議員視察研修

　赤村議会議員視察研修が3月18日～19日にかけて行われ、大分県国東市の公益社団法人 国東市農業
公社（理事長 松井督治氏）国東こねぎトレーニングファームを視察することができました。
　この施設は国東市に住み、地域ブランド品である「こねぎ」で就農して産地と地域を担う人材確保を目的
として公社が運営しており、2年間農業研修を行うものです。
　座学や実地研修だけではなく、実際に「こねぎ」を生産している部会の活動への参加や模擬経営など多彩
な研修が行われており、研修が終了する研修生に対しては、農地の確保やハウス建設、定住場所の確保など、
研修生の募集から就農に至るまでの様々な支援を公社が担っていました。
　赤村の基幹産業は農業であり、議会としても農業分野に対する関心は非常に高く、先進地の農業振興事業
を視察し知識を得ることで、赤村の農業発展のために村執行部に対し、今よりも更に高度な提案等行ってい
かなければならない中で大変参考となり、有意義な視察研修となりました。
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田川郡町村議会議員研修会（福智町）
赤村監査委員視察研修（佐賀県）
福岡県町村監査委員協議会総会及び研修会
（福岡市）
例月出納検査・監査（住民センター）
行政監査現地視察（村内他）
福岡県町村議会議長会定期総会（福岡市）
福岡県田川地区消防組合議会定例会（大任町）
　大場謙一議員出席
田川地区斎場組合議会定例会（大任町）
　中村勇紀議員出席
議会運営委員会（住民センター）

14日
15～16日

16日

21日
22日

26日

28日

赤村議会議員　　　出席行事2月

第17回赤村議会定例会（議場　他）
赤村立赤中学校卒業式（村内）
赤村立赤小学校卒業式（村内）
赤村議会議員視察研修（大分県）
例月出納検査・監査（住民センター）
田川地区広域環境衛生施設組合議会定例会（大任町）
　春本雪夫議員、春本敏典議員出席
田川郡東部環境衛生施設組合議会定例会（大任町）
　春本雪夫議員、大場信司議員、春本敏典議員出席

6～12日
7日
14日

18～19日
21日
28日

赤村議会議員　　　出席行事3月

赤村立赤中学校入学式（村内）
赤村立赤小学校入学式（村内）
議会広報委員会（住民センター）
例月出納検査・監査（住民センター）

10日
11日

24日

赤村議会議員　　　出席行事4月

例月出納検査・監査（住民センター）
行政監査　現地確認（村内他）
町村議会議長・副議長研修会（東京都）
筑豊横断道路建設促進期成会定期総会（福岡市）

20日
21日

24日

赤村議会議員　　　出席行事予定5月

6月赤村議会定例会（議場　他）
例月出納検査・監査（住民センター）

上旬
21日

赤村議会議員　　　出席行事予定6月

〇議会広報委員会　委員長 / 馬田和博　　副委員長 / 原　隆康　　委　員 / 佐武富實　大場信司

福岡県町村監査委員協議会総会

　福岡県町村監査委員協議会総会が2月16日（金）
に福岡県自治会館で開催され、太田壽代表監査委
員と佐武富實監査委員が出席しました。
　木村太吉会長（京都郡みやこ町代表監査委員）の
あいさつで始まり、令和5年度会務報告、令和6年
度福岡県町村監査委員協議会事業計画及び歳入歳
出予算及び監査機能の充実強化に関する決議につ
いて審議され、議案の承認を得て閉会しました。
　総会終了後、公認会計士事務所所長 横田慎一
氏による「令和時代における自治体監査への期待
～自治体運営の改善を導く～」と題して研修会が行
われ、監査委員監査において自治体が果たすべき説
明責任とは何か、また行政執行の適法性、妥当性や
経済性等の検証や歳入歳出のチェックポイントにつ
いて具体例を挙げながら説明をしていただきました。


